
JP 4993597 B2 2012.8.8

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の平面形が一部において互いに重ね合わせられた平面を有し、前記各平面形の外形
線に沿って柱が配列し、この外形線に沿って配列した柱が前記平面形毎にチューブ架構を
構成していることを特徴とするチューブ型耐震架構。
【請求項２】
　前記複数の平面形の内、少なくともいずれかの平面形は複数の領域に区分されているこ
とを特徴とする請求項１に記載のチューブ型耐震架構。
【請求項３】
　前記複数の平面形の内、二つの平面形が重複した領域を区画する外形線に沿って配列す
る柱に順梁が接続し、二つの平面形が重複した領域以外の領域を区画する外形線の内、前
記順梁が接続した柱の列に連続して配列する柱以外の柱に逆梁が接続していることを特徴
とする請求項１、もしくは請求項２に記載のチューブ型耐震架構。
【請求項４】
　前記複数の平面形の内、二つの平面形が重複した領域を区画する外形線に沿って配列す
る柱の列に連続して配列する柱に順梁が接続していることを特徴とする請求項３に記載の
チューブ型耐震架構。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は平面の形状が雁行形や板状等、長辺に対する短辺の比率が小さい高層建物にお
いても、チューブ構造の特性を発揮させるチューブ型耐震架構に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　チューブ構造は構造物の平面上の周辺部に多数の柱を配列させ、構造物全体として巨大
な筒を形成することにより、地震時に筒に曲げ変形を生じさせ、全体曲げモーメント（転
倒モーメント）を負担させる構造形式であり、空間内から耐震壁を不在にできる等の利点
を有することから、高層建築に採用されることが多い（特許文献１～５参照）。
【０００３】
　チューブ構造は単独で用いられる形式とコアと併用される形式に大別され、単独の場合
にはチューブ構造を複数、重ねて配置する形式もある（特許文献１、４参照）。この外側
のチューブの内側に更にチューブを重ねて配置する形式によれば、曲げモーメントを負担
する筒が多くなる分、耐震性の向上と併せ、コアが不要になり、平面計画上の自由度が上
がる利点がある。
【０００４】
【特許文献１】特開昭６３－１５６１４７号公報（請求項１、図１）
【特許文献２】特開平５－２６３４７３号公報（請求項１、段落０００９～００１３、図
５）
【特許文献３】特開平８－１５８６９５号公報（請求項１、段落００１６～００１９、図
１）
【特許文献４】特開２０００－３２８６５２号公報（請求項３、段落００１７～００１９
、図２、図４、図５）
【特許文献５】特開２００６－１３８１２７号公報（請求項１、段落００１７～００３８
、図１、図１０、図１１）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、平面の形状が雁行形や板状の高層建物では、形状（幅）の制約から内側
と外側の二つのチューブ間に十分な幅を確保することが難しくなるため、多重のチューブ
構造を採用しにくい事情がある。例えば雁行形の平面を持つ構造物において、内側のチュ
ーブの一部がその外側のチューブと平行になるように二つのチューブ重ねて配置したとき
に、両チューブが互いに接近し易くなり、両チューブ間の平面計画が極端に制限されるこ
とがある。
【０００６】
　本発明は上記背景より、例えば平面の形状が雁行形や板状の高層建物においても、複数
のチューブ架構を組み合わせた構造の利点を発揮させる形態のチューブ型耐震架構を提案
するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　請求項１に記載の発明のチューブ型耐震架構は、複数の平面形が一部において互いに重
ね合わせられた平面を有し、前記各平面形の外形線に沿って柱が配列し、この外形線に沿
って配列した柱が前記平面形毎にチューブ架構を構成していることを構成要件とする。
【０００８】
　平面形は二つ以上、組み合わせられ、組み合わせによりできた形が耐震架構を含む構造
物（建物）の平面（スラブ）を形成する。三つ以上の平面形が組み合わせられる場合にも
、基本的には二つの平面形が重ね合わせられ、構造物の平面は複数の多角形その他の図形
が一部で交差した形状をする。平面形は多角形であるか否かを問わず、円形等を含む。耐
震架構は平面形毎に構成された二つ以上のチューブ架構から構成され、複数のチューブ架
構が互いに重複しながら、組み合わせられた架構になる。
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【０００９】
　各チューブ架構は複数の平面形が交わる領域において重なり合い、この重複した領域を
区画する二つのチューブ架構の一部はそれぞれのチューブ架構とは別の閉じた小型チュー
ブ架構を構成する。小型チューブ架構の一部（一辺）は小型チューブ架構を包含する両平
面形の内部でチューブ架構とは別の構面を構成するが、この小型チューブ架構の構面は各
平面形の内部では他の構面に連続せず、平面形（チューブ架構）と小型チューブ架構との
間の空間は分割されない。複数の平面形が重なり合う領域に形成される小型チューブ架構
は構造物の平面全体の中では中心部、または中心部に沿った位置に配置される。
【００１０】
　請求項１のチューブ型耐震架構は構造物の平面が二つの平面形からなる場合には、二つ
の平面形が重なった状態から、一方の平面形が他方の平面形に対し、スライドしてできる
形になる。従ってチューブ架構が同心円（同心角）状に多重に配置された架構とは異なり
、規模の小さいチューブ架構がそれより規模の大きいチューブ架構に完全に包囲される形
にはならない。チューブ架構を構成する柱は各平面形の外形線上に配列するため、平面形
が重複した領域を区画する線上にも配列する。この平面形が重複した領域の境界上に配列
し、チューブ架構の一部を構成する柱が小型チューブ架構を構成するため、小型チューブ
架構と平面形を区画するチューブ架構が同心円（同心角）状に組み合わせられることはな
い。
【００１１】
　図１－（ｂ）に示すように複数のチューブ架構が同心円（同心角）状に多重に配置され
た場合には、相対的に規模の大きい外側のチューブ架構の内側に規模の小さいチューブ架
構が納まり、平面の短辺方向には、内側のチューブ架構が形成する空間Ｃの両外側に空間
Ａ、Ｂが形成される。空間Ｃの両外側に空間が形成されることは長辺方向も同様である。
【００１２】
　内側のチューブ架構は短辺方向と長辺方向のいずれにも、外側のチューブ架構に対して
任意の位置に配置されるが、外側のチューブ架構が形成する空間Ｏの幅ｏは一定であり、
内側のチューブ架構が形成する空間Ｃの幅ｃも一定である。
【００１３】
　一方、空間Ｃの一方側に形成される空間Ａの幅ａと、他方側に形成される空間Ｂの幅ｂ
の和（ａ＋ｂ）は外側のチューブ架構に対する内側のチューブ架構の位置に関係なく一定
であるから、空間Ａの幅ａを大きくすれば、必然的に空間Ｂの幅ｂが小さくなり、結果と
して空間Ｂにおける自由な平面計画が犠牲になることがある。このことは構造物の平面の
形状が雁行形や板状の場合に直面し易い。また板状の場合には、内側のチューブ架構の短
辺方向を向く構面の長さｃが極端に短くなるため、その方向にはチューブ架構が耐震架構
として機能しにくくなる。
【００１４】
　空間Ａと空間Ｂのいずれか一方の幅を大きくしたときに、他方の幅が小さくなることは
、空間Ｏの幅ｏに対する空間Ｃの幅ｃで決まるため、規模の相違する二つのチューブ架構
の間に形成される空間Ａ、Ｂの平面形状と幅ａ、ｂは二つのチューブ架構の規模によって
制約を受けることになる。
【００１５】
　これに対し、請求項１では図１－（ａ）に示すように小型チューブ架構を構成するいず
れか一方のチューブ架構の内側（小型チューブ架構の内側）に空間Ｄが、その外側に空間
Ｅ、Ｆが形成されるものの、外側の空間Ｅ、Ｆの内のいずれか一方の幅が他方の幅によっ
て制約を受けることはない。
【００１６】
　構造物の平面を短辺方向（ｘ方向）と長辺方向（ｙ方向）の水平２方向に分けたとき、
図１－（ａ）の場合、二つのチューブ架構が重複してできる平面全体は短辺方向には小型
チューブ架構が形成する空間Ｄとその両側の空間Ｅ、Ｆに３分割される。長辺方向にも同
様である。
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【００１７】
　図１－（ａ）と（ｂ）を対比すれば、（ａ）における小型チューブ架構は（ｂ）におけ
る内側のチューブ架構に相当するため、（ａ）における空間Ｅと空間Ｆはそれぞれ（ｂ）
における空間Ａと空間Ｂに相当する。ここで、構造物の平面が短辺方向と長辺方向に３分
割される点では（ａ）と（ｂ）は共通する。しかしながら、（ｂ）では前記のように外側
のチューブ架構に対する内側のチューブ架構の相対的な位置によって空間Ａの幅ａと空間
Ｂの幅ｂが同一にならず、一方が他方より大きくなることがある。
【００１８】
　これに対し、図１－（ａ）の場合、小型チューブ架構は二つのチューブ架構の重複部分
に形成され、二つのチューブ架構の大きさが同一であれば、小型チューブ架構の中心が必
ず構造物の平面の中心に一致するため、空間Ｅの幅ｅと空間Ｆの幅ｆは小型チューブ架構
の大きさ、すなわち空間Ｄの大きさ（幅ｄ）に関係なく同一になり（ｅ＝ｆ）、空間Ｅと
空間Ｆのいずれか一方の幅が他方の幅より大きくなることも、小さくなることもない。
【００１９】
　従って小型チューブ架構が形成する空間Ｄが構造物の平面内でいずれかの側に偏ること
がないため、空間Ｄの外側に形成される空間Ｅ、Ｆのいずれか一方がチューブ架構の規模
によって制約を受けることはなく、これらの両空間Ｅ、Ｆの幅ｅ、ｆを自由に調整し、自
由な平面を計画することが可能である。
【００２０】
　また図１－（ａ）の場合、（ｂ）における空間Ｃに相当する空間Ｄを形成する小型チュ
ーブ架構５は平面形１、２をなすチューブ架構３、４の一部であり、短辺方向にも長辺方
向にもチューブ架構３、４の構面が耐震架構として機能するため、短辺方向に関し、小型
チューブ架構５の耐震架構としての機能が（ｂ）の場合のように敷地の平面形状（短辺方
向の長さ）の制約を受けることによって低下することはない。
【００２１】
　更に小型チューブ架構が形成する空間Ｄの平面形状は一方と他方のチューブ架構の平面
形状によって決まるため、空間Ｄの外側の空間Ｅ、Ｆの各平面形状も小型チューブ架構を
構成する二つのチューブ架構の平面形状によって自由に決められる。例えば両チューブ架
構の平面形状が共に方形（四角形）状である場合には、小型チューブ架構が構成する空間
Ｄの平面形状は方形状になり、その外側に形成される空間Ｅ、Ｆの平面形状は方形の一部
が欠けたＬ形状になる。実際の構造物では図１－（ａ）に示す平面が複数つながることも
ある。なお、前記の通り、小型チューブ架構５はそれを包含する両平面形１、２の内部で
チューブ架構３、４とは別のｘ方向とｙ方向の構面を構成するが、この２方向の構面は各
平面形１、２の内部で他の構面に連続しないため、Ｌ形状の空間Ｅ、Ｆが細分化されるこ
とはない。
【００２２】
　以上のように請求項１では小型チューブ架構が形成する空間Ｄの外側に形成される空間
Ｅ、Ｆがチューブ架構の規模による影響を受けることがなく、両空間Ｅ、Ｆの自由な平面
計画が可能であるため、平面の形状が雁行形や板状の高層建物においても、複数のチュー
ブ架構を組み合わせることができ、複数のチューブ架構を組み合わせた構造の利点を発揮
させることが可能になる。特に平面形が方形状であれば、二つの平面形を重ねた形から、
一方の平面形をスライドさせた形にするだけで雁行形の平面を形成することができる。
【００２３】
　図１－（ｂ）のように二つのチューブ架構が同心円（同心角）状に二重に配置された場
合、外側のチューブ架構の規模（平面積）は構造物の平面（床面積）によって決まり、内
側のチューブ架構の規模（平面積）は外側のチューブ架構の規模より必ず小さい。また内
側のチューブ架構と外側のチューブ架構との間に一定幅以上の空間（前記空間Ａ、Ｂ）を
確保するには、内側のチューブ架構の規模を外側のチューブ架構よりその空間分、小さく
する必要がある。
【００２４】
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　二つのチューブ架構から構成される耐震架構の剛性と耐力は規模の相違する二つのチュ
ーブ架構の剛性と耐力の和になるが、図１－（ｂ）の場合、内側のチューブ架構の規模が
外側のチューブ架構の規模より小さくなる分、二つの同一規模のチューブ架構が並存する
場合より小さくなる。
【００２５】
　これに対し、請求項１におけるチューブ架構には内側と外側の区別がないため、二つの
チューブ架構から耐震架構を構成する場合にも、両チューブ架構を同一規模にすることが
できる。図１－（ｂ）に示す耐震架構の場合、二つのチューブ架構は互いに独立し、スラ
ブのみで繋がれる構造であるが、（ａ）の場合には（請求項１では）、形態的には（ｂ）
における内側のチューブ架構に相当する小型チューブ架構が外側のチューブ架構にスラブ
に加え、梁と柱で連結された構造になるため、（ａ）の耐震架構は（ｂ）の耐震架構より
高い剛性と耐力を保有することになる。
【００２６】
　図１－（ａ）に示す構造物（耐震架構）の剛性と耐力が（ｂ）に示す構造物（耐震架構
）の剛性と耐力より向上することで、その向上分、想定される曲げモーメントに対してチ
ューブ架構が余力を持つため、図５－（ａ）、（ｂ）に示すようにいずれかの、または両
チューブ架構におけるいずれかの柱６を省略すること、または隣接する柱６、６間の間隔
を大きくすることが可能になる。結果として、柱６の配置位置の制約を緩和することが可
能であり、窓や出入り口用の開口位置の制約を受けることなく、柱６を配置することがで
き、逆に開口を形成する上での自由度が増し、開口面積を増大させることも可能になる。
【００２７】
　請求項１における複数の平面形の内、少なくともいずれかの平面形は図６－（ａ）、（
ｂ）に示すように複数の領域に区分されていることもある（請求項２）。平面形はその形
状を分割する区画線によって複数の領域に区分される。平面形を分割する区画線はチュー
ブ構造内では構面となる。一つの平面形が複数の領域に区分されることは、チューブ架構
が平面上、複数の領域に区切られていることを言う。
【００２８】
　請求項２のチューブ架構は平面形の外形線上に配列する柱とその柱をつなぐ梁に加え、
外形線を横切る（分割する）区画線上に配列する柱とそれをつなぐ梁から構成される。平
面形の外形線上に配列するチューブ架構の柱と梁は外周の一つの構面を構成し、外形線を
横切る区画線上に配列する柱と梁は外周の構面とは別の内部の構面を構成する。
【００２９】
　請求項２では、平面形が複数の領域に区分されていることで、例えば二つの平面形が重
なって組み合わせられたときに、その重複した領域に複数の小型チューブ架構が形成され
、構造物の平面全体では多数の小型チューブ架構が組み合わせられた形になるため、構造
物全体としての剛性と耐力が向上する。この結果、前記のように少なくともいずれかのチ
ューブ架構を構成する柱を省略するか、柱間距離を大きく取ることの自由度が上がり、開
口形成の自由度、または開口面積増大の効果が向上する。
【００３０】
　請求項２ではまた、平面形が複数の領域に区分されるだけであるから、一つのチューブ
架構が図１－（ｂ）に示すような多重構造になることもないため、複数の平面形が組み合
わせられる結果として多重構造の領域が形成されることはない。従って複数のチューブ架
構の組み合わせによって形成されるいずれかの領域の幅が狭くなる事態は発生しない。
【００３１】
　チューブ架構を構成する柱には各層のスラブと梁が接続し、梁は平面の外形線に沿った
位置と二つの平面形が重複した領域（小型チューブ架構が区画する領域）の境界に沿って
配置される。スラブ上の空間が居住空間である場合には、二つの平面形が重複した領域の
内側と外側ではスラブ上を自由に通行するための便宜から、境界に沿った梁をスラブの上
面側に配置する（逆梁にする）ことが難しいため、この境界の梁はスラブの下面側に配置
（順梁に）されることになる。スラブ上の空間が居住空間でない場合等、小型チューブ架
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構の内側の領域と外側の領域間での通行の便宜を確保する必要がない場合には、小型チュ
ーブ架構が区画する領域の境界に沿った梁は逆梁として形成されることもある。
【００３２】
　一方、平面の外形線に沿った位置にはスラブ上を通行する上での制約がないため、梁を
スラブの下面側に配置（順梁に）することも、上面側に配置（逆梁に）することも可能で
ある。但し、梁をスラブの下面側に配置（順梁に）した場合において、図２－（ｂ）に示
すように平面（スラブ）の縁（外形線）に沿った位置に梁を配置した場合には、梁が屋内
への採光のための開口面積を小さくし、採光量を犠牲にするため、高い位置からの採光を
得る上では梁を平面の縁より内側に配置する方がよい。
【００３３】
　しかしながら、梁を平面の縁より内側に配置した場合、曲げモーメントに対するスラブ
の抵抗要素である梁とそれに接続する柱が平面の中心寄りに位置する結果、柱と、スラブ
が接続した梁からなる架構の曲げモーメントに対する剛性と抵抗力が多少低下する。この
ため、架構の剛性と曲げモーメントに対する抵抗力をより大きくする上では、図２－（ａ
）に示すように梁を平面の縁に配置する方が有利である。
【００３４】
　以上のことから、採光の面と曲げモーメントに対する抵抗の面からは、請求項３に記載
のように、請求項１、もしくは請求項２における複数の平面形の内、二つの平面形が重複
した領域を区画する外形線に沿って配列する柱に順梁が接続し、二つの平面形が重複した
領域以外の領域を区画する外形線の内、前記順梁が接続した柱の列に連続して配列する柱
以外の柱に逆梁が接続していることが合理的である。「順梁が接続した柱の列に連続して
配列する柱以外の柱」は構造物の平面の最も外側にある外形線の内、前記重複した領域を
区画する外形線の延長線上の区間を除く区間にある柱を指す。
【００３５】
　請求項３では構造物の平面の外形線上に逆梁が形成されることで、図２－（ａ）に示す
ように屋外に面する開口部の高さとして、下階のスラブ天端から上階のスラブ下端までの
最大限の距離を確保することができるため、開口部に収納されるハイサッシを高い位置に
配置し、最大量の採光を得ることが可能である。
【００３６】
　また平面の外形線上の梁が逆梁として形成されることで、順梁の場合に影響する屋内空
間での天井高、及び屋内空間への採光量への影響がないため、順梁の場合より梁成を稼ぐ
ことが可能であり、梁成の増大により外形線上の梁に地震力の多くを負担させることが可
能になる。この結果、平面の外形線上の梁（逆梁）以外の梁、すなわち小型チューブ架構
が形成する空間を区画する梁（請求項３における順梁）の地震力に対する負担を軽減する
ことができるため、順梁の梁成を抑制することが可能であり、それに伴い、階高を抑制す
ることが可能になる。
【００３７】
　請求項３の場合、二つの平面形が重複した領域以外の領域を区画する外形線の内、前記
順梁が接続した（二つの平面形が重複した領域を区画する）柱の列に連続して配列する柱
には、図３－（ａ）に示すように順梁が接続する場合と（ｂ）に示すように逆梁が接続す
る場合がある。
【００３８】
　逆梁が接続する場合には、二つの平面形が重複した領域を区画する外形線に沿って配列
する柱に接続した順梁と、その柱と同一線上に配列する柱に接続した逆梁がスラブを挟ん
で上下に分離するため、形式的には梁が不連続になるが、順梁と逆梁の突き合わせ部分に
柱が配置されることで、梁の連続性は確保される。順梁と逆梁の双方の梁主筋は柱に定着
される。この場合、柱の一方側に接続する梁（順梁の下端）と他方側に接続する梁（逆梁
の上端）との間に段差が付くことで、梁成分、柱が短柱化し、柱のせん断耐力が低下する
ことが想定されるが、短柱化の問題は階高を梁成分、大きくすることで回避される。
【００３９】
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　図３－（ｂ）の場合、二つの平面形が重複した領域を区画する外形線とそれに連続する
外形線上に順梁と逆梁が並存するが、二つの平面形が重複した領域以外の領域を区画する
全外形線、すなわち複数の平面形を合わせた平面全体の外周に位置する外形線に沿って逆
梁が連続し、閉じた形で配置されることになる。このため、平面の全周が図２－（ａ）に
示す形態になり、平面の全周に沿い、開口部の高さとして最大限の距離を確保することが
できる。また平面の外形線上の梁（逆梁）の地震力に対する負担割合が大きくなるため、
短柱化を回避するだけの階高の増加を必要とするものの、その場合にも重複した領域を区
画する外形線に沿った梁（請求項３における順梁）の成の抑制により階高の増加分を抑制
する効果がある。
【００４０】
　これに対し、請求項４に記載のように、請求項３における複数の平面形の内、二つの平
面形が重複した領域を区画する外形線に沿って配列する柱の列に連続して配列する柱（重
複した領域を区画する外形線の延長線上の区間）に順梁が接続している場合には、図３－
（ａ）に示すように平面形が重複した領域を区画する梁を同一形態のまま連続させること
ができる。
【００４１】
　この場合、二つの平面形が重複した領域を区画する外形線に沿った梁と、この外形線の
延長線上に沿った梁が順梁のまま連続する。従って各領域における順梁の梁主筋を、スラ
ブを挟むことなく連続させることができ、二つの平面形が重複した領域とそれ以外の領域
間での梁の連続性が確保されるため、施工性がよい利点がある。
【発明の効果】
【００４２】
　複数の平面形の外形線に沿って柱が配列し、この外形線に沿って配列した柱が前記平面
形毎にチューブ架構を構成することで、二つの平面形が重なり合う領域に形成される小型
チューブ架構内の空間が構造物の平面内でいずれかの側に偏ることのない耐震架構を構成
することができる。このため、小型チューブ架構内の空間の外側に形成される空間のいず
れか一方がチューブ架構の規模によって制約を受けることがなく、これら外側の空間の幅
を自由に調整し、自由な平面を計画することができる。
【００４３】
　この結果、平面の形状が雁行形や板状の高層建物においても、複数のチューブ架構を組
み合わせることができ、複数のチューブ架構を組み合わせた構造の利点を発揮させること
ができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４４】
　以下、図面を用いて本発明を実施するための最良の形態を説明する。
【００４５】
　図１－（ａ）は複数の平面形１、２が一部において互いに重ね合わせられた平面を有し
、前記各平面形１、２の外形線に沿って柱６が配列し、この外形線に沿って配列した柱６
が前記平面形１、２毎にチューブ架構３、４を構成しているチューブ型耐震架構の平面図
の例を示す。
【００４６】
　平面形１、２は図形としての平面形を指し、平面とは、この複数の平面形１、２が組み
合わせられて形成される構造物の平面（スラブ７）を意味する。チューブ架構３、４は図
４に示すように柱６とスラブ７、及び平面形１、２に沿って配置される柱６をつなぎ、ス
ラブ７の上端側、もしくは下端側に接続する梁８～１０から構成される。
【００４７】
　各チューブ架構３、４は平面形１、２毎に構成され、二つの平面形１、２が重なり合う
領域においてチューブ架構３、４も重なり合い、この重複した領域を区画するチューブ架
構３、４の一部は見かけ上、そのチューブ架構３、４とは別の閉じた小型チューブ架構５
を構成する。
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【００４８】
　図１－（ａ）は同一形状で、同一大きさの二つの平面形１、２が完全に重なった状態か
ら、一方の平面形１（２）が他方の平面形２（１）に対して平行移動した形となるように
二つの平面１、２を組み合わせた平面を示す。
【００４９】
　平行移動の方向は平面形１、２が方形である場合の外形線に平行な方向とその方向に傾
斜した方向がある。二つの平面形１、２が重なった状態から、外形線に平行な方向に傾斜
した方向に平行移動してできた形は雁行形になる。二つの平面１、２の形状と大きさは相
違することもあり、組み合わせられたときの平面の形状は重なった状態から、回転しなが
ら平行移動した形になることもある。
【００５０】
　図１－（ａ）に示すように二つの平面形１、２が重ね合わせられたとき、平面は両平面
形１、２が重複してできた領域の空間Ｄとその外側の領域の空間Ｅ、Ｆとに区分されるた
め、これらの全空間Ｄ、Ｅ、Ｆに一定の幅（ｄ、ｅ、ｆ）が確保されるように平面形１、
２が組み合わせされる。
【００５１】
　また各平面形１、２の頂点位置、及び二つの平面形１、２の交差位置には基本的に柱６
が配置されるため、原則として各空間（Ｄ、Ｅ、Ｆ）の幅（ｄ、ｅ、ｆ）が隣接する柱６
、６間距離の例えば整数倍になるように平面形１、２が組み合わせられる。図１－（ａ）
の例は空間Ｅ、Ｆに柱６、６間距離の２倍の幅を持たせた場合、図５の例は３倍の幅を持
たせた場合であるが、空間Ｅ、Ｆの幅は必ずしも柱６、６間距離の整数倍である必要はな
く、任意に設定される。
【００５２】
　図１－（ａ）のＸ－Ｘ線の断面を図４に示す。ここに示すように二つの平面形１、２が
重複してできた空間Ｄとその両側の空間Ｅ、Ｆとの間で自由な通行を可能にするには、平
面（スラブ７）の天端のレベルが空間Ｄと空間Ｅ、Ｆとの間で連続する必要があるため、
空間Ｄを区画する線（境界線）上に配置される梁８は原則的に順梁として形成（構築）さ
れる。空間Ｄと空間Ｅ、Ｆとの間でスラブ７の天端を連続させる必要がなければ、梁８を
逆梁として形成することもある。
【００５３】
　これに対し、平面（スラブ７）の外形を区画する線上に配置される梁９、１０の内、空
間Ｄを区画する線の延長線上にない梁９は屋内への最大の採光量を確保する上では、逆梁
として形成（構築）される。平面（スラブ７）の外形を区画する線上に配置される梁９、
１０の内、空間Ｄを区画する線の延長線上に位置する梁１０は順梁としても、逆梁として
も形成される。
【００５４】
　図３－（ａ）は梁１０を順梁として形成した場合を、（ｂ）は逆梁として形成した場合
を示す。（ｃ）は前記空間Ｄを区画する線（小型チューブ架構５）上に配置される梁８、
及び平面（スラブ７）の外形を区画する線上に配置される梁９、１０を順梁として形成し
た場合、（ｄ）は逆に全梁８～１０を逆梁として形成した場合を示す。図示しないが、梁
８～１０の配置がスラブ７に関して（ａ）とは完全に逆の場合、すなわち梁８、１０が逆
梁で、梁９が順梁の場合と、（ｂ）とは完全に逆の場合、すなわち梁８が逆梁で、梁９、
１０が順梁の場合もある。
【００５５】
　図３－（ａ）、（ｃ）、（ｄ）の場合、同一線上に位置する梁８、１０が共に順梁とし
て、または逆梁として形成されることで、梁８、１０を同一断面のまま連続させることが
できるため、両梁８、１０の連続部分の構造が単純化され、施工し易い利点がある。また
小型チューブ架構５の隅角部に配置される柱６が短柱化されることがないため、階高を抑
制できる利点もある。（ｂ）の場合には二つの平面形１、２の全外形線上に位置する梁９
、１０が逆梁であることで、平面（スラブ７）の全周に沿い、開口部の高さとして最大限
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の距離が確保され、いずれの方向からも最大の採光量が確保される利点がある。
【００５６】
　図５－（ａ）、（ｂ）は図１－（ａ）に示す基本形に近い平面を持つ構造物における一
般階の平面の例を示す。（ａ）、（ｂ）はそれぞれ異なる構造物（棟）の平面図である。
柱６は各平面形１、２の外形線上に、平面形１、２毎に複数本集合し、チューブとして機
能し得る間隔を置いて配列する。図示するように平面形１、２が方形状等、多角形状の場
合、柱６は基本的に各頂点位置と、二つの平面形１、２の交差位置に配置される。
【００５７】
　特に平面形１、２が方形（四角形）状の場合、平面形１、２を短辺方向（ｘ方向）と長
辺方向（ｙ方向）の水平２方向に区分したとき、基本的にはｘ方向の直線上に配列する各
柱６はｙ方向の同一直線上に位置し、ｙ方向の直線上に配列する各柱６はｘ方向の同一直
線上に位置する。すなわち、各柱６は基本的にｘ方向の直線とｙ方向の直線からなる方眼
上に配列する。
【００５８】
　但し、チューブ架構３、４が外力に対して余力を持つような場合には、いずれかの柱６
を省略、もしくは集約する、あるいは柱６、６間距離を大きくすることもある。図５では
小型チューブ架構５を構成するチューブ架構３、４の柱６の内、一方のｘ方向に配列する
一部の柱６を省略するか、または柱６、６間距離を対向するｘ方向の柱６、６間距離より
大きくし、ｙ方向に配列する柱６、６間距離を、平面の最も外側の外形線上に配列する柱
６、６間距離より大きくしている。図５－（ｂ）ではチューブ架構４を構成する柱６の内
、一方のｙ方向に配列する柱６を省略するか、その近傍に位置する柱６に集約させている
。
【００５９】
　また平面（スラブ７）の外形線上に位置する柱６の内、隅角部に位置する柱６をその近
傍に位置する柱６に集約することができれば、必ずしも隅角部に柱６を配置する必要がな
いため、隅角部の柱６を省略することができる。例えば平面（スラブ７）の外形線を区画
する梁９、１０の一方が順梁で、他方が逆梁の場合（図３－（ａ））には、両梁９、１０
の連続性を確保する関係で、隅角部の柱６が必要となる。それに対し、梁９、１０が共に
順梁の場合（（ｃ））、または逆梁の場合（（ｂ）、（ｄ））には、梁９、１０を同一断
面のまま接合することができるため、必ずしも柱６を必要としない。図５－（ｂ）はチュ
ーブ架構３を構成する右下の隅角部の柱６を省略し、その部分の梁９をｘ方向とｙ方向に
対して傾斜させた場合を示している。
【００６０】
　図５－（ａ）、（ｂ）において構造物の平面の最も外側の外形線上では、隣接する柱６
、６間の距離をｘ方向とｙ方向のいずれも、基本的に3500ｍｍ、もしくは4500ｍｍ～5500
ｍｍ、またはいずれかに近い大きさにしている。4500ｍｍ～5500ｍｍの寸法は平面の外側
の外形線上に配列する柱６、６間の距離より間隔を大きくした小型チューブ架構５を構成
するｘ方向とｙ方向の柱６、６間距離に対応しているが、隣接する柱６、６間距離は任意
に設定される。
【００６１】
　図５－（ａ）、（ｂ）は小型チューブ架構５の内側の空間を居住空間以外の用途（例え
ば立体駐車場等の非居住空間）として利用し、小型チューブ架構５の外側の空間を居住空
間として利用した場合を示している。図５中、小型チューブ架構５の内側の実線は非居住
空間と居住空間との境界を示し、この実線と小型チューブ架構５との間の空間を廊下とし
て利用している。
【００６２】
　小型チューブ架構５の内側の空間が非居住空間で、外側の空間との間の行き来がない場
合には、小型チューブ架構５が区画する領域の境界線に沿って配置される梁８は順梁とし
ても、逆梁としても形成可能であるが、図面では小型チューブ架構５の内側の空間と外側
の空間との間で、廊下と居住空間との間での出入りのための行き来があることから、梁８
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を順梁として形成している。このように小型チューブ架構５上の梁８を順梁として形成す
ることで、平面（スラブ７）の外形線に囲まれた空間（図１－（ａ）におけるＤ～Ｆ）を
一つの連続した大空間として活用することも可能である。
【００６３】
　図６－（ａ）、（ｂ）は複数の平面形１、２の内、少なくともいずれかの平面形１（２
）がその形状を分割する区画線によって複数の領域に区分されている構造物の平面の例を
示す。（ａ）は両平面形１、２が長辺方向に二つの領域に区分されている場合、（ｂ）は
三つの領域に区分されている場合であるが、平面形１、２はその形状や大きさによっては
短辺方向に区分されることもある。図６－（ａ）は二つの平面形１、２が同一形状で、同
一大きさの場合、（ｂ）は二つの平面形１、２の短辺方向の長さ（幅）が同一で、長辺方
向の長さが相違する場合である。図６－（ａ）は特に区分位置を含めて同一の平面形１、
２の一方を反転させ、他方に重ね合わせて平面（スラブ７）を形成した場合である。
【００６４】
　各平面形１、２は長辺方向の中間部位置を通り、短辺方向に配列する柱６とこの柱６を
つなぐ梁８から構成される内部構面（前記区画線）によって長さ方向に区分される。各平
面形１、２における内部構面の長辺方向に対する位置は任意であり、内部構面によって形
成される複数の小型チューブ架構５が形成する空間の面積に応じて決められる。
【００６５】
　図６－（ａ）は各平面形１、２における内部構面が長辺方向に互いにずれ、重ね合わせ
られたときにもずれている場合を示す。（ｂ）は平面形１、２が重ね合わせられたときに
、各平面形１、２における内部構面が同一線上に配列するように内部構面の位置を設定し
た場合である。いずれの場合も、内部構面はチューブ架構３、４と共に小型チューブ架構
５を構成する。いずれかの平面形１（２）の区画線は他の平面形２（１）と重ね合わせら
れたとき、その他の平面形２（１）の外形線、もしくはその区画線に重複、もしくは連続
しない場合と、重複、もしくは連続する場合がある。
【００６６】
　図６－（ａ）では平面形１、２を区分する柱６を含め、平面形１、２の水平２方向に配
列する柱６がｘ方向の直線とｙ方向の直線からなる方眼上に配列するようにし、（ｂ）で
は平面形１、２を区分する柱６を除き、平面形１、２の水平２方向に配列する柱６がｘ方
向の直線とｙ方向の直線からなる方眼上に配列するようにしている。図６の例では外側の
外形線上で隣接する柱６、６間の距離を短辺方向には4100ｍｍ、またはそれに近い大きさ
、長辺方向には4600ｍｍまたはそれに近い大きさにしている。
【図面の簡単な説明】
【００６７】
【図１】（ａ）は本発明のチューブ型耐震架構の概要を示した平面図、（ｂ）は従来の二
重チューブ構造の概要を示した平面図である。
【図２】（ａ）は平面形の外形線上に位置する梁を逆梁として形成した場合のスラブとの
関係を示した縦断面図、（ｂ）は梁を順梁として形成した場合のスラブとの関係を示した
縦断面図である。
【図３】（ａ）は二つの平面形が重複した領域を区画する外形線に沿って配列する柱に順
梁が接続し、それに連続する柱の列に連続する柱にも順梁が接続した場合のスラブと梁の
関係を示した斜視図、（ｂ）は重複した領域を区画する外形線に沿って配列する柱に順梁
が接続し、それに連続する柱の列に連続する柱に逆梁が接続した場合のスラブと梁の関係
を示した斜視図、（ｃ）は（ａ）における平面の外形を区画する線上の梁が順梁である場
合のスラブと梁の関係を示した斜視図、（ｄ）は（ｃ）における全梁が逆梁である場合の
スラブと梁の関係を示した斜視図である。
【図４】図１－（ａ）のＸ－Ｘ線断面図である。
【図５】（ａ）、（ｂ）は図１－（ａ）に示す基本形に近い平面を持つ構造物における一
般階の平面の例を示した平面図である。
【図６】（ａ）、（ｂ）は複数の平面形の内、少なくともいずれかの平面形が複数の領域
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に区分されている構造物の平面の例を示した平面図である。
【符号の説明】
【００６８】
　１………平面形、２………平面形
　３………チューブ架構（平面形１を区画）、４………チューブ架構（平面形２を区画）
　５………小型チューブ架構（平面形１と平面形２の重複した領域を区画）
　６………柱
　７………スラブ
　８………梁（二つの平面形が重複した領域を区画する外形線に沿った梁）
　９………梁（平面の外形を区画する線上に配置される梁）
　１０……梁（二つの平面形が重複した領域を区画する外形線の延長線に沿った梁）

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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